
大通達甲（生企）第８号

令 和 ７ 年 ５ 月 2 6 日

簿 冊 名 例規（１年）

保存期間 １ 年

本 部 各 課 ・ 所 ・ 隊 長

警 察 学 校 長 殿

各 警 察 署 長

生 活 安 全 部 長

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律等の趣旨、要点及び運用上の留意事項

について(通達）

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成15年法律第65号。以下「法」という。）、

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令（平成15年政令第355号。以下「令」とい

う。）及び特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委員会規

則第12号。以下「規則」という。）については、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法

律等の趣旨、要点及び運用上の留意事項について」（平成31年３月14日付け大通達甲（生企）

第４号）により運用してきたところであるが、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第67号）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令

和４年法律第68号）の施行に伴い、令和７年６月１日から下記のとおり運用することとした

ので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、前記通達は、同日付けで廃止する。

記

第１ 特殊開錠用具の所持の禁止及び指定侵入工具の隠匿携帯の禁止（法第２条、第３条及

び第４条並びに令第１条及び第２条関係）

１ 趣旨

建物に侵入して行われる犯罪（以下「侵入犯罪」という。）の多くは、建物への侵入

に際して何らかの器具を用いて敢行されていることから、器具を用いた建物への侵入に

結び付きやすい危険な行為に対する取締りを強化することにより、侵入犯罪を企画する

者による建物への侵入を未然に防止し、もって侵入犯罪の防止に資することとしようと

するものである。

同様の趣旨の法制度として、既に、軽犯罪法（昭和23年法律第39号）第１条第３号の

規定があるが、同法は、その違反に対する法定刑が拘留又は科料にとどまることから、

刑罰の威嚇力による抑止効果が必ずしも十分に期待できないことに加え、刑事訴訟法（昭

和23年法律第131号）上、被疑者の逮捕及び拘留に制約があり、違反に対する取締りを

行う上でも必ずしも十分なものではなかったところである。

そこで、法においては、軽犯罪法第１条第３号の「他人の邸宅又は建物に侵入するの

に使用されるような器具」のうち建物への侵入に結び付く危険性が特に高い器具（以下

「危険器具」という。）を、業務その他正当な理由によらずに隠匿携帯し、又は所持す

る行為を禁止するとともに、その違反に対して、違反行為の危険性に見合った処罰を可

能にすることとしたものである。



すなわち、危険器具のうち、ピッキング用具のように専ら特殊開錠を行うための器具

であって建物錠を開くことに用いられるものは、一般の国民が所持する必要性があるも

のではなく、業務等に用いられる場合を除けば建物への侵入に用いられるものであると

いえることから、法においては、このような器具で政令で定めるものを「特殊開錠用具」

と定義した上、これについては、軽犯罪法が禁止する隠匿携帯にとどまらず､入手､保管

等の行為をも含む所持を禁止するとともに、その違反に対して１年以下の拘禁刑又は50

万円以下の罰金という法定刑を科すこととしたものである。

また、特殊開錠用具には当たらない危険器具は、侵入犯罪の実態をみると一定の工具

に限られるが、工具は一般の国民が日常生活に用いるために広く普及しているものであ

ることから、法においては、一定の工具のうち建物への侵入の用に供されるおそれが大

きいものとして政令で定めるものを「指定侵入工具」と定義した上、これについては、

軽犯罪法と同様に隠匿携帯を禁止するにとどめつつ、その違反に対して１年以下の拘禁

刑又は50万円以下の罰金という法定刑を科すこととしたものである。

２ 要点

(1) 特殊開錠用具の所持の禁止

ア 「特殊開錠用具」の意義

法第２条第２号は、「特殊開錠用具」とは、「ピッキング用具（中略）その他の

専ら特殊開錠（中略）を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられる

ものとして政令で定めるものをいう」こととしている。「ピッキング用具」は、「専

ら特殊開錠(中略)を行うための器具」の例示である。同号において、「専ら建物錠

の特殊開錠を行うための器具」とはせず、「専ら特殊開錠を行うための器具であっ

て､建物錠を開くことに用いられるもの」としているのは、建物錠以外の錠の特殊

開錠を行うための器具（例えば、「自動車専用」と称して市販されているピッキン

グ用具）であっても、建物錠を開く機能を有するものであれば、「特殊開錠用具」

に該当することとするためである。

同号を受けた令第１条においては、「特殊開錠用具」として、「ピッキング用具」､

「破壊用シリンダー回し」､「ホールソーのシリンダー用軸」及び「サムターン回

し」の４種類の器具を規定している。その意義は、それぞれ同条各号に規定すると

おりであるが、その詳細は、次のように解するものとする。

(ｱ) 「ピッキング用具」

「ピッキング用具」とは、これを錠のシリンダーに挿入して操作することによ

り、合鍵を用いることなく、合鍵を錠のシリンダーに差し込んだのと同様の状態

を作り出し、それによって錠のシリンダーを破壊することなく回転させるための

器具をいう。法第２条第２号においては、これを「錠に用いられるシリンダーを

鍵を用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具」と定義し

ている。

「ピッキング用具」は、先端に錠のシリンダー内部のタンブラーを操作するた

めの突起を有する金属性の細長い棒状の部分（この部分を錠のシリンダーに挿入

して用いる。）に人が把持するための柄を取り付けたタイプのものが多いが、い

わゆるピックガンもこれに含まれる。



なお、「ピッキング用具」は、通常、錠のシリンダーに回転トルクを与えるた

めのテンションと呼ばれる器具（Ｌ字型のもの、フォーク様のもの等がある。）

と共に用いられるが、テンションは法に規定する「ピッキング用具」には含まれ

ない。したがって､正当な理由なく「ピッキング用具」を所持していれば、テン

ションと共にこれを所持していなくても法第３条違反の罪を構成するが、他方、

テンションのみを所持していても同罪を構成することはないと解するものとす

る。

（一般的なピッキング用具とテンション） （ピックガンの例） （テンションの例）

(ｲ) 「破壊用シリンダー回し」

「破壊用シリンダー回し」とは、一見、ドライバー様の器具であるが、先端の

作用する部分が特定の型式の建物錠のシリンダーに符合する形状をしており、当

該部分をシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するた

めの器具をいう。令第１条第２号においては、これを「特定の型式の建物錠のシ

リンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具」

と定義している。

なお、「破壊用シリンダー回し」に該当する器具としては、現時点では、美和

ロック株式会社製のＵ９という型式の建物錠のシリンダーに符合する器具（「ウ

ルトラナイン」という商品名で市販されている。）のみを認知している。

（破壊用シリンダー回しの例） （破壊用シリンダー回しの先端の作用する部分）

(ｳ) 「ホールソーのシリンダー用軸」

ホールソーを用いる場合には、使用中の手ぶれを防ぎ、被切削物に正円の穴を

空けるために、ドリルの刃又は錐様の軸（センターガイド）を併せて用いるのが

通常であるが､特殊開錠を行うためにホールソーを用いてシリンダーをくり抜く

場合に便宜なように､特定の型式の建物錠のシリンダーに符合する形状の軸が市

販されている。令第１条第３号においては､これを「ホールソー（ドリルに取り

付けて用いる筒状ののこぎりをいう。）のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠の

シリンダーに挿入して用いるための軸をいう。）」と定義している。



「ホールソーのシリンダー用軸」は、普及率の高い代表的な型式の建物錠のシ

リンダーに符合するもの数本がセットになって販売されており、開こうとする建

物錠の型式に応じて付け替えて用いることができるようになっているのが通常で

ある。

なお、「ホールソーのシリンダー用軸」は単にホールソーの回転軸を被切削物

に固定するための器具であり、それ自体には建物錠を開く機能はないが、正当な

理由なくこれを所持していれば、ホールソーとともにこれを所持していなくても

法第３条違反の罪を構成すると解するものとする。他方、ホールソーのみを所持

していても同罪を構成することはないと解するものとする。

（ホールソーのシリンダー用の軸の例（右端はホールソーの例））

(ｴ) 「サムターン回し」

「サムターン回し」とは、建物錠が設けられている戸の外側から、戸のすき間、

戸に設けられている郵便受け、ドアスコープの穴等を通じ、又は戸にドリルで

穴を空けて当該穴を通じ、挿入して建物錠のサムターンを回転させるための器

具をいう。令第１条第４号においては、これを「建物錠が設けられている戸の

外側から挿入して当該建物錠のサムターン（中略）を回転させるための器具」

と定義している。

「サムターン回し」には､「ハウスオープナー｣､｢サムターン解錠用具」等の名

称で市販され、又は実用新案登録されているものもあるが、犯罪者の手製のも

のも多い。「サムターン回し」に該当する器具としては、現時点では、主として

次の３つのタイプのものを認知しているが、そのほかにこれらを複合したタイ

プのものもある。

ａ 戸のすき間から挿入するタイプ。先端部にサムターンをはさむ部分があり、

柄に付いているつまみを回転させると当該部分が回転し、サムターンを回転

させることができる。

（例）

ｂ ドアスコープの穴から挿入するタイプ。先端部はサムターンの形状に応じ

て付け替えられるようになっており､滑り止めのゴムが付いている。ドアスコ

ープの穴とサムターンとの距離に応じてシャフトの長さを調整できるように、

組立式になっている。



（例）

ｃ 戸にドリルで穴を空けて当該穴から挿入するタイプ。ちょうつがいがあり、

先端部に取り付けられたひもを引くと当該ちょうつがいで折れ曲がるように

なっている。

（例）

イ 「所持」の意義

「所持」とは、ある人が物を事実上支配していると認められる状態をいう。現実

にその物を携帯している必要はないから、家屋内に保管し、又は他人をして保管さ

せていても、その物が事実上その人の支配下にあれば、「所持」ということができ

ると解するものとする。したがって、建物への侵入を企図する者が、その準備行為

として、特殊開錠用具を製造し、又は他から入手すれば、その時点で「所持」が成

立すると解するものとする。

なお、法第４条の「携帯」は、「所持」の一態様であり、「所持」に包含される

概念である。

ウ 「業務その他正当な理由による場合」の意義

法第３条の規定によりその所持が禁止される特殊開錠用具は、一般人が日常生活

に用いるようなものではないものの、一定の社会的有用性を有しており、例えば、

錠取扱業者が業務のために所持する場合のように当然に許容されるべき所持の類型

もあることから、同条においては、「業務その他正当な理由による場合を除いて」

特殊開錠用具の所持が禁止されている。

この「業務その他正当な理由による場合」とは、社会通念上、特殊開錠用具を所

持することが当然に認められるような場合であり、これに該当するか否かは、特殊

開錠用具を所持する者の職業やその者が特殊開錠用具を所持している状況等の客観

的要素に加えて、その者の所持に係る認識・動機・目的等の主観的要素を総合的に

勘案して判断されるべきものと解するものとする。

具体的に、「業務その他正当な理由による場合」に該当する例としては、典型的

には、次のものが考えられる。

(ｱ) 特殊開錠用具の製造業者、輸入業者又は販売業者が業務のために所持する場合

(ｲ) 建物錠の製造業者又は輸入業者が建物錠の防犯性能の試験・研究のために所持

する場合

(ｳ) 錠取扱業者が業務のために所持する場合



(ｴ) 裁判所の執行官が強制執行の際に錠取扱業者に特殊開錠を行わせる場合（この

場合には、裁判所の執行官と錠取扱業者の双方が重畳的に特殊開錠用具を所持す

ることとなる。）

(2) 指定侵入工具の隠匿携帯の禁止

ア 「指定侵入工具」の意義

法第２条第３号においては、「指定侵入工具」とは、「ドライバー、バールその

他の工具（中略）のうち、建物への侵入の用に供されるおそれが大きいものとして

政令で定めるものをいう」こととしている。「ドライバー、バール」は、「工具」

の例示である。「建物への侵入の用に供されるおそれが大きい」か否かは、その工

具を用いた建物への侵入が現に多発しているか否かという建物への侵入の実態、そ

の工具を建物錠又は建物の出入口若しくは窓の戸の破壊に用いた場合の破壊の迅速

性・確実性・静謐性、その工具の隠匿携帯のしやすさ等から総合的に判断されるべ

きものであり、同号を受けた令第２条においては、そのような観点から、「指定侵

入工具」として３種類の工具を規定している。その意義は、それぞれ同条各号に規

定するとおりであるが、その詳細は、次のように解するものとする。

(ｱ) 令第２条第１号のドライバー

ａ 「先端部」とは、ドライバーの作用する部分(ねじを回す場合にねじと接触

させる部分)の最も先端の部分のことをいい、「刃」と呼ばれることもある。「先

端部が平ら」なドライバーとは、いわゆるマイナスドライバーのことをいう。

ｂ 先端部が平らなドライバーの作用する部分の幅は、先端部から柄の方向にか

けて広がっているのが通常であるが、「先端部」の「幅」とは、作用する部分

の最も先端の部分の幅のことをいう。

ｃ 「専用の柄を取り付けることができるもの」とは、専用の柄に小型のドライ

バーを付け替えて用いることができるようになったもの（先端部の形状、幅等

が異なる小型のドライバー数本と専用の柄１本とがセットになったものが市販

されている場合が多い。）のことをいい、「柄を取り付けたときの長さ」とは、

専用の柄を取り付けたときの当該柄も含めた長さのことをいう。したがって、

被疑者が小型のドライバーと専用の柄とを、小型のドライバーに専用の柄を取

り付けていない状態で携帯していても（例えば、小型のドライバーは上着のポ

ケットに、専用の柄は鞄に入れて携帯していても）、専用の柄を取り付けたと

きの当該柄も含めての全体の長さが15センチメートル以上であれば、令第２条

第１号ロの要件は満たされると解するものとする。



(ｲ) 令第２条第２号のバール

ａ 「バール」のうち、くぎを打つための平らな部分を有するものを「かじや」

と呼ぶ場合があり、このようなものを「かじや」と称して販売している業者も

あるが、このようなものも令に規定する「バール」に含まれる。また、くぎを

抜くためのＬ字型の工具（いわゆる「くぎ抜き」）も令に規定する「バール」

に含まれる。

ｂ バールには、通常、その両端部に、くぎを抜き、又は被作用物のすき間等に

差し込んで用いるための部分がある。「作用する部分」とは、当該部分のこと

をいう。「作用する部分」の「幅」とは、作用する部分のうち最も幅が広い部

分の幅のことをいい、ドライバーに係る「先端部」の「幅」とは異なる。

ｃ バールの「長さ」とは、バールの柄（バールの最も長い直線状の部分）の方

向に計測したバールの両端部の間の距離のことをいい、バールの屈曲に沿って

計測したものではない。

（作用する部分）

（長さ）

(ｳ) 令第２条第３号のドリル

ａ 「ドリル」は、電動、手動その他動力のいかんを問わない。

ｂ ドリルの刃の「直径」とは、ドリルの刃の水平断面の円の直径のことをいう。

ｃ 「刃が附属するもの」とは、刃がドリルのドリルチャックに取り付けられて

いるもののほか、そのように取り付けられてはいないが刃とともに携帯されて



いるものをいう。したがって、被疑者がドリルとドリルの刃とを、ドリルの刃

をドリルに取り付けていない状態で携帯していても（例えば、ドリルは鞄に、

ドリルの刃は上着のポケットに入れて携帯していても）、「刃が附属する」ド

リルを携帯していると解するものとする。

（直径）

イ 「隠して」の意義

「隠して」とは、他人が通常の方法で観察した場合にその視野に入ってこないよ

うな状態におくこと、つまり、普通では人の目に触れにくいようにすることをいう。

「隠して」に当たる具体的な例としては、服のポケット内や上着の内側にしまった

り、鞄や袋の中に入れるなどにより、他人の目に触れないような状態におくことが

挙げられる。

侵入犯罪を企図している者であれば、指定侵入工具を携帯するなら「隠して」携

帯するのが通常であり、侵入犯罪を企図している者が公然と指定侵入工具を携帯す

ることは、これが人目に付いて周囲の人間の注意を引きやすくなってしまうことか

ら、通常、考えられない。軽犯罪法第１条第３号においても、同様の趣旨から、「隠

して」携帯する行為に限って規制しているが、法第４条においても、規制の対象物

が国民が日常生活に用いるものであることに鑑み、携帯の中でも一般により危険性

が高いと考えられる｢隠して｣携帯する行為に限って規制することとしたものであ

る。

ウ 「携帯」の意義

「携帯」とは、法令上、人が物を現に携え持っている場合にのみ用いられる用語

であり、人が物を事実上支配している場合に広く用いられる用語である「所持」よ

りも狭い意味に用いられる。ただし、必ずしも直接身に付けている必要はなく、例

えば、指定侵入工具が入ったバッグを自動車の後部座席に載せてその自動車を運転

する行為、指定侵入工具を仲間に持たせて自己と同道させる行為等も含まれ、要す

るに、直ちに使用できるような状態で自己の支配下に置いていれば足りると解する

ものとする。

なお、判例上、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第22条（刃物の

携帯禁止）の「携帯」について、自宅内等に置く行為は定型的な危険性が小さいの

で、「日常生活を営む自宅ないし居室以外の場所において身辺に置くこと」をいう

とされており（東京高判昭和31年７月18日等）、法第４条の「携帯」についても、

同様に解すべきものと考えられる。

エ 「業務その他正当な理由による場合」の意義



法第４条の規定によりその隠匿携帯が禁止される指定侵入工具は、そもそも国民

が日常生活に用いるものであり、広く国民の間に普及しているものであることから、

その隠匿携帯が当然に許容されるべき場合も多い。したがって、同条においては、

「業務その他正当な理由による場合を除いて」指定侵入工具の隠匿携帯が禁止され

ている。

この「業務その他正当な理由による場合」とは、社会通念上、指定侵入工具を隠

して携帯することが当然に認められるような場合をいい、これに該当するか否かは、

指定侵入工具を隠して携帯する者の職業やその者が指定侵入工具を隠して携帯して

いる状況等の客観的要素に加えて、その者の隠匿携帯に係る認識・動機・目的等の

主観的要素を総合的に勘案して判断すること。

具体的に、「業務その他正当な理由による場合」に該当する例としては、次のも

のが考えられる。

(ｱ) 大工が業務のために工具箱に入れて持ち歩く場合

(ｲ) 自動車の修理に用いるために自動車の工具入れに入れて当該自動車を運転する

場合

(ｳ) 機械の修理、引越し等のために必要があって持ち歩く場合

等様々なものが考えられる。

３ 運用上の留意事項

法第３条及び第４条の運用に当たっては、次の各点に留意すること。

(1) 取締体制の強化

取締りに当たっては、地域警察官の積極的運用のほか、刑事部刑事企画課機動捜査

隊、交通部交通機動隊、警備部機動隊等の本部執行隊も活用するものとする。

(2) 侵入犯罪の多発地域・時間帯に重点を指向した取締りの推進

侵入犯罪の発生状況の分析結果を踏まえ、侵入犯罪の多発地域・時間帯に重点を指

向して、職務質問等による取締りを推進すること。

(3) 適正な職務質問の積極的実施

法第３条又は第４条違反の取締りは、職務質問を端緒として行う場合が多くなるも

のと考えられるが、当然のことながら、今回の法の規定は、職務質問の要件を緩和し、

又はその許容される範囲を拡大するものではない。職務質問の実施に当たっては、警

察官職務執行法（昭和23年法律第136号）第２条の規定に則し、同条に規定されてい

る要件の下で、相手方の任意の協力を得た上で、不審点の追及、所持品の検査、各種

照会等を徹底するなど、適正かつ積極的な実施に努めること。

(4) 「業務その他正当な理由」の有無の適正な判断

特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯のいずれについても、その取締り

に当たっては、「業務その他正当な理由」の有無を適正に判断することが極めて重要

であるが、中でも指定侵入工具、特にドライバーについては、国民が日常生活におい

て用いる機会も多く、「業務その他正当な理由」により、これを外部から見えない状

態で「携帯」している場合も多いと考えられる。したがって、職務質問に伴う所持品

検査等により特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯を発見した場合には、

相手方から、特殊開錠用具の所持及び指定侵入工具の隠匿携帯の認識・動機・目的に



ついて特に十分な説明を徴した上、次の各点についても総合的に勘案し、「業務その

他正当な理由」の有無を適正に判断すること。

ア 相手方が特殊開錠用具又は指定侵入工具と共に所持し、又は携帯している物品

相手方が説明した特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の認識・動機

・目的に照らして、所持し、又は携帯していることが不自然な物品を所持し、又は

携帯していないかを勘案すること。

また、逆に、相手方が説明した特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯

の認識・動機・目的に照らせば、通常、所持し、又は携帯しているはずの物品を所

持し、又は携帯しているか否かを勘案すること。

例えば、自分のパソコンの修理のためと称してドライバーを携帯している者が、

バール、軍手、懐中電灯等の通常はパソコンの修理に必要ない物品も携帯している

とか、逆に、営業のために外回り中の錠取扱業者だと称してピッキング用具を携帯

している者が、建物錠のストックやカタログを携帯していないなどの事情を勘案す

ること。

イ 相手方の職業

相手方が錠取扱業者、大工等業務のために特殊開錠用具を所持し、又は指定侵入

工具を携帯することに合理性があるような職業に就いていると認められる者である

か否かを勘案すること。

なお、「相手方の職業」は一つの有力な判断材料ではあるが、例えば、錠取扱業

者であっても業務とは無関係な理由でピッキング用具を所持していれば法第３条違

反の罪を構成し得るし、逆に、業務のために特殊開錠用具を所持し、又は指定侵入

工具を携帯する必要があるような職業に就いている者でなくても、「正当な理由」

によって特殊開錠用具を所持し、又は指定侵入工具を携帯することは当然にあり得

ることに留意すること。

ウ 相手方の特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿携帯の時間的・場所的合理

性

相手方がその時・その場所において特殊開錠用具の所持又は指定侵入工具の隠匿

携帯をすることに合理性があるか否かを勘案すること。

例えば、営業のために外回り中の錠取扱業者だと称する者が、営業所からは不自

然に遠隔な場所でピッキング用具を携帯しているなどの事情を勘案すること。

エ その他相手方の言動、周囲の状況等

その他相手方の言動、周囲の状況等に不自然・不合理な点はないかを勘案するこ

と。

例えば、自己の氏名、住所等について虚偽の事実を申し立てるなどの事情を勘案

すること。

(5) 余罪捜査及び突き上げ捜査の徹底

法第３条又は第４条違反により被疑者を検挙した場合には、被疑者の関係場所の捜

索・差押え等によって関係する証拠を収集するほか、侵入犯罪等の余罪の追及を徹底

するなどにより、その悪性を立証し、被疑者が厳正に処罰されるよう努めること。特

に、法第４条違反については、犯罪の構成要件は「業務その他正当な理由」によらず



に指定侵入工具を隠匿携帯することであり、指定侵入工具を侵入犯罪等の犯罪の用に

供する目的は犯罪成立の要件とはされていないが、このような目的の有無は被疑者の

処分に大きく影響すると考えられるので、この点に関する捜査は十分に行うこと。

あわせて､突き上げ捜査を徹底し､共犯被疑者の割り出しに努めるとともに、特に、

法第３条違反については、法第15条の規定の適用も視野に入れて､特殊開錠用具の入

手先の追及にも意を払うこと。

なお、法第３条又は第４条違反の罪は、侵入窃盗等の侵入犯罪とは別個の罪であり、

侵入犯罪の予備罪ではないので、侵入犯罪が成立してもこれに吸収されることはない。

したがって、例えばピッキング用具を用いて建物に侵入して窃盗を行った者について

は、法第３条違反の罪と窃盗罪の双方が成立し、両者は併合罪の関係に立つと解する

ものとする。侵入犯罪を敢行した被疑者の厳正な処罰を確保し、更なる侵入犯罪の発

生を防止する観点から、侵入犯罪の被疑者を検挙した場合には、その余罪として法第

３条又は第４条違反の罪の立件も視野に入れること。

(6) 特殊開錠用具に係る構成要件該当性の確認

特殊開錠用具である疑いがある器具には、被疑者の手製のものも多く、令第１条各

号の特殊開錠用具に該当するか否かが微妙な器具もあり得ると考えられる。また、被

疑者が、自己が所持していた器具について、特殊開錠用具であることの認識を否認す

る場合も少なくないと考えられる。

このような場合には、当該器具が令第１条各号の特殊開錠用具に該当することを立

証することが特に重要であるので、必要に応じ、錠取扱業者等の協力を求めて当該器

具を用いた特殊開錠の実験を実施するなどにより、当該器具が特殊開錠の機能を有す

ることの証拠を収集すること。

なお、令第１条各号の各特殊開錠用具の定義においては、それぞれ、「…ための器

具」又は「…ための軸」との表現が用いられているが、「…ための」とは「…するこ

とを目的として設計され、製造された」という意味であり、例えば、ある器具を用い

て「錠に用いられるシリンダーを鍵を用いることなく、かつ、破壊することなく回転

させる」ことが結果的に可能であるとしても、当該器具がピッキング用具であること

には直ちにはならない。当該器具がピッキング用具であるといい得るためには、当該

器具に「錠に用いられるシリンダーを鍵を用いることなく、かつ、破壊することなく

回転させる」機能があることが必要であるのはもちろんであるが、加えて、当該器具

が「錠に用いられるシリンダーを鍵を用いることなく、かつ、破壊することなく回転

させる」ことを目的として設計され、製造されたものであると認められるような大き

さ・形状・構造を有することが必要である。このような認定は、結局、個々の器具ご

とに個別に行わざるを得ないので、疑義がある場合には、生活安全部生活安全企画課

（以下「生活安全企画課」という。）に照会すること。

(7) 取締権限の濫用の絶無

取締りに当たって特に留意すべき事項は、前記(3)及び(4)に示すとおり､適正な職

務質問の積極的実施及び「業務その他正当な理由」の有無の適正な判断である。各所

属にあっては、前記(3)及び(4)の各点に十分配意し、取締りに当たっては、いやしく

も取締権限の濫用とのそしりを受けることのないよう、濫用の絶無を期すること。



第２ 国及び地方公共団体の施策（法第５条関係）

１ 趣旨

侵入犯罪の防止に資することを目的とする法において､国及び地方公共団体に、「特定

侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努め」るべき義務を課するものである。

侵入犯罪の防止のためには、建物への侵入に用いられる器具の取締りの強化と併せて、

建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品（以下「建物錠等」という。）

の防犯性能の向上を促進すること並びに特定侵入行為の防止に関する啓発及び知識の普

及を図ることが特に重要であるので､法第５条においては、「特定侵入行為の防止を図る

ための施策」の例示としてこの２つが挙げられている。

２ 要点及び運用上の留意事項

(1) 「建物錠等の防犯性能の向上の促進」の例としては、警察庁等による、建物部品に

関し防犯上配慮すべき事項及び防犯性能の高い建物部品の普及方策の在り方の策定等

の施策がある。これは、警察庁、国土交通省、経済産業省及び建物部品の製造、普及

等に関連する民間団体が、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同

会議」を設置し、建物部品に関して防犯上配慮すべき事項を抽出して当該事項を踏ま

えた防犯性能の高い建物部品の普及を促進するための取組みを推進しているものであ

る。

(2) 「特定侵入行為の防止に関する啓発及び知識の普及」については、次のような施策

を本県警察において実施しているところであるが、引き続き、その一層の推進を図る

こと。

ア 地域における侵入犯罪の発生実態、侵入手口等の地域安全情報を提供することに

よる自主防犯行動の必要性及び重要性についての啓発

イ 参加・体験・実践型の防犯指導の実施による具体的な防犯対策についての知識の

普及

ウ 防犯相談又は防犯診断の実施による個々の国民の要望を踏まえた防犯対策につい

ての啓発

エ 防犯モデルマンション登録制度の整備・運用等による「共同住宅に係る防犯上の

留意事項」の普及の促進

(3) 「その他の特定侵入行為の防止を図るための施策」の例としては、警察庁と損害保

険業界との連携による防犯性能の高い建物錠等の普及の促進に向けた検討の実施等の

施策がある。

(4) 侵入犯罪の防止は、警察による取組みのみで実現し得るものではなく、地方公共団

体の関係部局との連携が必要であることは言うまでもないが、法第５条は、地方公共

団体に特定侵入行為の防止を図るための施策を講ずるよう努めるべき義務があること

を法律上宣明したものであるので、地方公共団体の関連部局に対してその趣旨を説明

するなどにより、一層の連携強化を図ること。

第３ 建物錠等の防犯性能の向上（法第６条並びに規則第１条及び第２条関係）

１ 趣旨

侵入犯罪は社会問題となるに至っており、建物錠等の防犯性能の向上は、従来のよう

に建物錠等の製造又は輸入を業とする者（以下｢製造・輸入業者｣という。）の自発的努



力を待って市場原理にゆだねておけばよいという問題ではなくなっている。このような

意味で、建物錠等の製造・輸入業者は、侵入犯罪の防止に関して一定の社会的責任を有

している。

法第６条第１項は、建物錠等の製造・輸入業者に対し、その社会的責任に応じて侵入

犯罪の防止のために必要な義務を課するべきとの趣旨から、その製造・輸入する建物錠

等の防犯性能の向上に努める義務を課するものである。

また、同条第２項は、建物錠等の製造・輸入業者が同条第１項の義務を侵入犯罪の実

態に即した形で果たせるよう、これに対して国家公安委員会が必要な援助を行う制度を

創設するものである。

２ 要点及び運用上の留意事項

(1) 法第６条第２項の申出の手続は規則第１条に規定するとおりであり、また、国家公

安委員会による援助の内容等は規則第２条に規定するとおりであるので、建物錠等の

製造・輸入業者から照会を受けた場合には、必要な事項を教示すること。

(2) 規則第２条第１項第１号の「特定侵入行為の手口に関する情報」は、建物錠等の製

造・輸入業者が、当該情報に基づいて、特定侵入行為の手口に対する防犯性能が高い

建物錠等を製造し、又は輸入することができる程度に詳細かつ具体的なものである必

要がある。したがって、当該情報については、部外に漏えいすることのないよう、当

該情報の提供を受けた建物錠等の製造・輸入業者において適正に管理されなければな

らない。そこで、同条第３項は、国家公安委員会が、当該情報の提供を受けた者に対

し、当該情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができることを

定めているものである。

(3) 規則第２条第１項第１号は、例えば、建物錠の製造を業とする者に対しては建物錠

一般に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供するという意味であり、例えば、

建物錠の製造を業とする者である甲株式会社に対しては甲株式会社製の建物錠に係る

特定侵入行為の手口に関する情報を提供するという意味ではない。

(4) 各所属においては、法第６条第２項の規定の効果的な運用に資するよう、常に新し

い特定侵入行為の手口の把握に努めるとともに、これを把握した場合には、速やかに

生活安全企画課に通報すること。

第４ 緊急時の措置（法第９条関係）

１ 趣旨

特定の建物錠の特性を利用した特殊開錠を行う手口が新たに把握され、当該手口によ

る建物への侵入が急増するおそれがある場合に、事後においては回復しがたい重大な法

益侵害を回避するためには、当該建物錠の製造・輸入業者に、当該手口による建物への

侵入の防止を図るために必要な措置をとらせることができる制度が必要である。そこで、

法第９条は、そのような制度を創設したものである｡

２ 要点及び運用上の留意事項

(1) 法第９条第１項の規定が適用される場合

法第９条第１項が想定しているのは、特定の建物錠の構造上の特性を悪用して、言

わばその建物錠の弱点をついて、その建物錠の特殊開錠を行う新しい手口が把握され、

かつ、その手口が既存の手口に比して建物への侵入を格段に容易にするなど、これを



放置していれば建物への侵入が急増するおそれがある緊急の事態である。したがって、

同項の規定が適用されるのは、新たに把握された手口の簡易・迅速性、その手口の対

象となる建物錠の普及状況等から「建物への侵入が急増するおそれがある」と認める

場合において、その建物錠の普及状況、その建物錠の製造・輸入業者が講じている対

策の状況等から「侵入の防止を図るため緊急の必要がある」と国家公安委員会が認め

るときである。具体的には、平成14年にカム送り解錠という新しい手口が把握された

事例がこれに当たると解される。

各所属にあっては、同項の規定を念頭に置き、常に新しい手口の把握に努めるとと

もに、これを把握した場合には、速やかに生活安全企画課に通報すること。

(2) 「当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置」の内容

「当該手口による建物への侵入の防止を図るために必要な措置」としては、具体的

には、次のような内容のものが挙げられる。

ア 構造上の弱点を解消するように建物錠を改善するとともに、改善されていない建

物錠の製造・輸入を中止すること。

イ 構造上の弱点がある建物錠が既に普及している場合には、その建物錠の構造上の

弱点を解消する対策部品の開発・供給を行うこと。

第５ 錠取扱業者の責務（法第10条関係）

１ 趣旨及び要点

近年の侵入犯罪の急増を受けて、建物錠の交換需要や補助錠の取付需要は伸びており、

国民が錠取扱業者を利用する機会が増大している。しかしながら、錠取扱業者の中には、

建物錠の防犯性能を顧客に正確に説明しないなどにより苦情の対象となっているものも

少なくない。また、居住者等になりすました犯罪者の依頼で特殊開錠を行ってしまい、

結果的に侵入犯罪の手助けをすることとなってしまった事例も見受けられるところであ

る。

建物錠の販売、取付け及び特殊開錠を行う営業を営む者、すなわち錠取扱業者は、建

物錠に関するサービスを提供することによって営業上の利益を得ている者であり、営業

に伴う各種の問題の発生を防止すべき責任を負うところ、現実にはこのような問題を生

じているところである。

そこで、法第10条においては、錠取扱業者に対する消費者の信頼を確保するとともに、

その特殊開錠の技術が犯罪者によって悪用されることを防止するために必要な義務を錠

取扱業者に課することにより、錠取扱業の適正化を図ることとしている。

法第10条は、第１に、錠取扱業者は、建物錠を販売する相手方に対して当該建物錠の

防犯性能を正確に説明するよう努めなければならないこととしている。

法第７条の規定により、指定建物錠にはその製造・輸入業者によって防犯性能の表示

が行われることとなるが、建物錠の製造・輸入業者と消費者との直接の接点となる錠取

扱業者にもこのような義務を課することによって、侵入犯罪の防止の観点からの消費者

の商品選択をより実効あるものにしようとする趣旨である。

法第10条は、第２に、錠取扱業者は、顧客の依頼に応じて建物錠の特殊開錠を行うと

きは、その者の氏名及び住所を確認するよう努めなければならないこととしている。こ

れは、情を知らない錠取扱業者の特殊開錠の技術が侵入犯罪を企図する者に悪用される



ことがないよう、錠取扱業者に顧客の基本的な人定事項を確認させることによって、そ

の未然防止を図ろうとする趣旨である。

２ 運用上の留意事項

(1) 特殊開錠を行うときの顧客の氏名及び住所の確認は、可能な限り、特殊開錠を行う

前に運転免許証等の公的機関が発行した文書によって行うことが望ましいが、これに

よりがたい場合も多いと考えられるので、状況に応じて可能な限り確実性が高いと考

えられる方法で行うべきである。

(2) 各所属にあっては、前記(1)を踏まえ、錠取扱業者に対し、法第10条の義務を遵守

するよう適切な指導を行うこと。

第６ 錠取扱業者の団体への援助（法第11条及び規則第３条関係）

１ 趣旨

法は、第10条において、錠取扱業者に一定の努力義務を課しているが、錠取扱業の適

正化を図り、侵入犯罪の防止に資するためには、このような義務付けと併せて、侵入犯

罪の防止に関して専門的な知見を有する国家公安委員会又は都道府県公安委員会が、錠

取扱業者に対して、特定侵入行為の防止を図るための援助を行うことが必要かつ効果的

である。しかし、錠取扱業については開業規制を行っていないので、国家公安委員会又

は都道府県公安委員会において個々の錠取扱業者の営業実態を把握することは困難であ

り、個々の錠取扱業者を援助の対象とすることは行政効率の観点から適当でない。

そこで、法第11条においては、国家公安委員会及び都道府県公安委員会に対して、個

々の錠取扱業者ではなく、錠取扱業者が組織する団体を対象として、このような援助を

行うよう努めるべき義務を課したものである。

２ 要点

(1) 「団体」とは、特定の目的のために多数人が結合した人の集合体であって、それ自

身が社会上単一体としての組織を有するものをいう。したがって、構成員の単純な集

合体は「団体」ではなく、個々の構成員とは別個の存在として存在し、活動するもの

が「団体」であると解するものとする。名称のいかんを問わず、また、法人格がない

ものであっても｢団体｣たり得る。一般的には、｢団体」たる要件としては、設立・運

営に関する成文化された内部規範を有し、代表者が定められており、個々の構成員の

事業活動とは別個に団体としての事業活動を行うことが挙げられる。

(2) 「錠取扱業者が組織する」とは、錠取扱業者が構成員の中心となって組織するとい

う意味であり、構成員のすべてが錠取扱業者である必要はないと解するものとする。

(3) 法第11条の規定の明文上は「錠取扱業者が組織する団体」の目的には制限はないが、

法の趣旨からして、法第11条の「団体」であるためには、職業倫理や技能の向上に関

する啓発・研修等の侵入犯罪の防止に資する事業を行う団体であることが必要であ

り、単なる親睦や福利厚生のための団体は含まれないと解するものとする。

(4) 国家公安委員会が援助を行うべき錠取扱業者団体と都道府県公安委員会が援助を行

うべき錠取扱業者団体との区分は、規則第３条第１項に規定するとおりである。

(5) 錠取扱業者団体に対して行うべき援助の内容は、規則第３条第２項各号に掲げると

おりである。

３ 運用上の留意事項



(1) 法第11条は、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が義務的に援助を行わなけれ

ばならないものについて規定したものであり、必要に応じて、個々の錠取扱業者に対

して特定侵入行為の防止を図るための援助を行うことを妨げるものではないと解する

ものとする。

(2) 規則第３条第２項第１号の「建物錠に係る特定侵入行為の手口に関する情報｣とし

ては、現時点では、「ピッキング｣、｢サムターン回し｣、｢カム送り解錠（バイパス解

錠）」及び「ドア錠破り」を把握しているところである。各所属にあっては､新たな手

口を把握した場合には、速やかに生活安全企画課に通報すること。

(3) 県民からの苦情・相談等により規則第３条第２項第３号の「法第10条の規定に違反

した錠取扱業者に係る事案」を認知した場合には、速やかに生活安全企画課に通報す

ること。

第７ 罰則（法第15条から第19条まで関係）

１ 特殊開錠用具の知情販売・授与罪（法第15条関係）

「販売」とは、対価を得て他人にある財産権を移転することをいい、営業又は事業と

して反復的かつ継続的に行われるものをいう。これに対し、「授与」とは、「販売」以

外の方法による譲渡・交付行為のすべてをいう。したがって、他人に物を移転する行為

は、すべて、「販売」又は「授与」のいずれかに該当すると解するものとする。

「業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販

売し、又は授与」する行為は、特殊開錠用具の所持罪（法第16条）の幇助罪を構成する

ので、法第15条の規定がなくても可罰であるが、このような行為は、特殊開錠用具によ

る危険を社会に拡散させるという意味で悪性が高く、また、特殊開錠用具の違法所持に

比して加重して処罰することにより、社会における特殊開錠用具の違法所持の連鎖を遮

断するため、特に法第15条の規定を設けたものである。

各所属にあっては、特殊開錠用具の所持罪の捜査に当たっては、特殊開錠用具の知情

販売・授与罪の立件も視野に入れ、特殊開錠用具の入手先の解明についても十分な捜査

を行うこと。

２ 特殊開錠用具の所持罪・指定侵入工具の隠匿携帯罪（法第16条関係）

特殊開錠用具の所持罪及び指定侵入工具の隠匿携帯罪は、共に、建物への侵入に用い

られる器具を規制することにより平穏で安全な国民の生活空間を確保することを保護法

益とするものであり、両者の保護法益に差異はない。また、これらの罪に当たる違法な

行為によって保護法益の侵害が発生する危険性の程度にも差異はなく、その悪性は両罪

の問で同一である。したがって、両罪の法定刑に差異を設ける理由はなく、両罪には同

一の法定刑が科されているものである。

３ その他（法第17条から第19条まで関係）

その他所要の罰則について規定したものである。

第８ 出入国管理及び難民認定法の規定

出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）は、外国人による窃盗、強盗等の

犯罪が多発している昨今の治安情勢に鑑み、これに厳正に対処するため、窃盗、強盗等の

一定の罪により拘禁刑に処せられた一定の外国人（同法別表第１上欄の在留資格をもって

在留する者）については、刑期の長短を問わず、また、執行猶予が付された場合も含めて、



本邦からの退去を強制することができること等を定めている（同法第５条第１項第９号の

２及び第24条第４号の２）。

法第15条の特殊開錠用具の知情販売・授与罪及び法第16条の特殊開錠用具の所持罪・指

定侵入工具の隠匿携帯罪は、出入国管理及び難民認定法上このような措置の対象とされて

いる窃盗、強盗等の一定の罪と密接な関連性を有する罪であることから、法第15条又は第

16条の罪を犯し、これらの罪により拘禁刑に処せられた一定の外国人については、刑期の

長短を問わず、また、執行猶予が付された場合も含めて、本邦からの退去を強制すること

等ができることとされている。

第９ その他

１ 特殊開錠用具の販売業者

法においては、特殊開錠用具の販売については、これを直接に規制することまではせ

ず、まず正当な理由のない特殊開錠用具の所持を禁止するとともに、あわせて、特殊開

錠用具の知情販売・授与を加重処罰することにより、社会における特殊開錠用具の拡散

に歯止めをかけることとしている。

これによっても相当の効果は見込まれるところであるが、あわせて、各所属にあって

は、特殊開錠用具の販売を業とする者の実態把握に努めるとともに、それらの者に対し、

特殊開錠用具を販売するときは、販売の相手方の住所、氏名等の人定事項や特殊開錠用

具の購入目的等を確認し、販売の年月日、販売した特殊開錠用具の種類・数量等と共に

記録化して保存するよう指導すること。

２ 特殊開錠の知識・技能を教授する業者

特殊開錠の知識・技能の教授を業とする者（いわゆる鍵の学校の類）については、現

時点で、全国に数十程度しか存在しておらず、かつ、その中には営業実態が必ずしも明

らかでないものもあり、許認可制等の制度を設けてまで規制を行うことは行政効率等か

ら必ずしも適当でなく、また、単に他人に技術を教授する行為を規制する立法例も存在

しないことから、法においては、これを直接に規制することはしていない。

しかしながら、侵入犯罪の防止を図るためには、このような者についても適正化を図

る必要があるので、各所属にあっては、特殊開錠の技術の教授を業とする者の実態把握

に努めるとともに、それらの者に対し、特殊開錠の技術を教授するときは､教授の相手

方の住所、氏名等の人定事項や教授を受ける目的等を確認し、教授の年月日等と共に記

録化して保存するよう指導すること。

（生活安全企画課企画係）


